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 気になるニュース  

 国土交通省の告示標準運賃の期限が「当分の間」に延長さ

れました。去年の後半から今年に入って、私のお客様も運賃

交渉に対して本気で行動する人が多くなってきました。燃料

や様々な原価が上がってきて、収支が本当に大変だという

表れでしょう。標準運賃の届出率は全国では５０％強です。

たしかに運輸支局に届出をしたからといって、すぐその運賃

をもらえるわけではありませんが、全ト協も国交省も急ピッチ

で頑張っています。この届出率を上げないと国交省も「せっ

かくやっているのに当事者の意識が低い」となってしまいま

すから運送業界全体で届出率を上げて行きましょう。  

年間１２項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。 

今回は事業用自動車の構造上の特性についてです。 

左折するときは、あらかじめ道路の左端に寄って、左折しなけれ

ばなりませんが、内輪差の大きいトラックは、どうしてもいったん

右側に振ってから左折することがあります。これは、内側に入り

込んでくるバイクや自転車などを巻き込む危険や、片側１車線

の場合は対向車、片側２車線以上の場合は右側車線の後続車

と接触する危険がありますから、このような左折をしてはなりま

せん。また、右後方のリアオーバーハングが右側走行車両の邪

魔にならないように注意することも必要です。徐行しながら、必

要があれば停止して全方位を確認して進入しましょう。 

 


